
■「こころ」と「いのち」と「おかね」の相談会■　こころや法律の専門家が一緒にあなたの相談にのります。ひとりで悩まず話を聞かせてくだ
さい。　とき● 1月 25 日（土）午前 10 時～午後 4時　ところ●千葉市民会館　問合せ●千葉司法書士会☎ 043-246-2666

■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・社会保険労務士・ソーシャルワーカーなどが相談に応じ、問題解決に当たります。
とき● 1月 25 日（土）午後 1時～ 4時　ところ●成田市中央公民館　問合せ●千葉中央法律事務所 ☎ 043-225-4567

0479-76-2611（代表）
総 務 課 76-2611

住 民 課
76-5401
76-5405

子育て支援課 76-5412
税 務 課 76-5402
生活環境課 76-5406
都市整備課 76-5407
都市計画課 76-5408
出 納 室 76-5415
企画財政課 76-5409
農業委員会 76-5403
産業経済課 76-5404
議会事務局 76-5414
役場ＦＡＸ 76-7144

保健福祉課 76-3185
地域包括支
援センター 70-6111

学校教育課 76-5411
生涯学習課 76-7811
プラザ図書室 79-3406
プラザFAX 76-7813

多古中央病院 76-2211
給食センター 76-3253
中央保育所 76-4444
東 保 育 所 76-9513
北 保 育 所 75-1476
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The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者に問い合せください。

支給要件はお問い合わせください
特別障害者手当と障害児福祉手当 
■特別障害者手当
　著しく重度の障害があるために、
在宅で常時の介護を必要とする 20
歳以上の方に支給
給付額●月額 26,080 円
■障害児福祉手当
　著しく重度の障害があるために、
在宅で常時の介護を必要とする 20
歳未満の方に支給
給付額●月額 14,180 円
※本人または扶養義務者等の所得が
一定額を超える場合は、支給され
ません。また、すべての方に支給
されるとは限りません。

問合せ●保健福祉課健康福祉係
　☎ 76-3185

必ず出席してください
社会教育施設定期利用者会議 

　平成26年度においてコミュニティ 
プラザの定期利用を予定している団
体の方は、必ず出席してください。
とき● 1月 18 日（土）午後 3時
ところ●コミュニティプラザ
※ 利用希望表はコミュニティプラザ
にあります。
問合せ●コミュニティプラザ内
　生涯学習課社会教育係☎ 76-7811

ぜひお越しください
「きらら市」開催 

　作業学習で生徒が一生懸命作った
木工製品や藍染め製品などを販売し
ます。
とき● 1月 30 日（木）～ 31 日（金）
　午前 10 時 30 分～午後 3時
ところ●ショッピングモールサビア
（山武郡横芝光町横芝 2122）
問合せ●県立八日市場特別支援学校
　高等部☎ 72-2777 志田

お知らせ

●住民相談　1月22日（水）
午前9時30分〜午後3時
役場1階第2会議室
■住民課住民係☎76-5401

●交通事故相談　1月15日（水）
午前10時〜午後3時
  （受付：午後2時30分まで）
役場1階第2会議室
■総務課交通防災係☎76-2611

●家庭教育相談（火・水・木曜日）
午後1時30分〜3時30分
コミュニティプラザ2階相談室
■生涯学習課社会教育係☎76-7811

●心配ごと相談（毎週水曜日）
午後1時30分〜3時30分
社会福祉協議会
■社会福祉協議会☎76-5940

●健康相談（月〜金曜日）
午前9時30分〜11時
保健福祉センター内健康相談室
■保健福祉課健康福祉係
　☎76-3185

相談日が祝日の場合は
お問い合わせください。

■償却資産（固定資産税）の申告はお早めに
　農業や販売業などの事業を営んでいる個人や法人の方で、事業のために使
用する機械、機器、備品などを1月 1日現在所有している場合は、償却資産
の申告が必要です。ただし耐用年数が1年未満のもの、自動車税および軽自
動車税の対象のものは除かれます。
　昨年申告された方については、12月中に平成26年度分の申告書を送付して
いますので、期限までに必ず申告をお願いします。また、新たに事業を始め
た方など申告書が必要となる方は、税務課資産税係までご連絡ください。
申告期限● 1月 31 日（金）
問合せ●税務課資産税係☎ 76-5402

■申告相談を行います
　2月 17日（月）から3月 17日（月）まで、所得税と町県民税の申告相談を行
います。場所・時間など詳細については広報たこ2月号でお知らせしますが、
相談に来られる方は、事前に次のことを済ませておいてください。
農業・営業所得のある方
　領収書を経費別に仕分けし、集計しておいてください。
医療費控除を受ける方
　領収書を個人別・医療機関（薬局）別に仕分けし、集計しておいてください。
次のような相談は直接佐原税務署へお願いします
　●土地、建物、株式等の譲渡所得や山林所得がある方
　　の申告相談
　●相続税、贈与税の申告相談
　※申告書の提出のみ、町でも受け付けます。

■青色決算・消費税説明会を行います
　所得税の青色申告決算書の作成や消費税および地方消費税などについて、説
明会を開催します。当日は、筆記用具をご持参ください。
とき●1月 16日（木）
　【午後1時 30分】所得税の青色決算書作成要領、e-Tax関係
　【午後3時】消費税関係
ところ●役場2階 第 4会議室

■所得税および復興特別所得税・贈与税・個人消費税の
　確定申告作成相談会を開催します
とき●2月 3日（月）～3月 17日（月）　【土・日・祝日を除く】
　【受付】午前8時 30分
　【相談】午前9時～午後5時
ところ●佐原税務署　
※ 会場が混雑している場合は、受付を早めに締め切ることがありますので、お
早めにお越しください。

問合せ●佐原税務署☎0478-54-1331

問合せ●税務課課税係☎76-5402

税務課からのお知らせ

佐原税務署からのお知らせ

■乾燥汚泥肥料を無料で配布
　農業集落排水から発生した汚泥が肥料になり
ました。ご希望の方は、事前にご連絡ください。
　【担当:下水道係】
■家庭用生ごみ処理機の購入補助金
　購入費用の2分の1を補助します（上限
25,000円）。予算に限りがありますので、早め
にお申込みください。【担当:環境係】
問合せ●生活環境課☎76-5406

とき●1月10日（金）　午前10時～午後3時
ところ●コミュニティプラザ1階　会議室 （控室は第
1研修室）

申込期間●1月6日（月）～9日（木）
※予約状況によっては当日の申込みも
　可能です。次回は2月7日（金）です。
申込み問合せ●産業経済課経済振興係
　☎76-5404

　株式会社ミヤスズは、平成25年9月20日に破産手続開始の決定を受けました。同社発行の商品券をお持ちの
方は、資金決済に関する法律に基づき還付を受けることができますので、還付を希望される方は、平成26年2
月12日（水）までに申し出ください。なお、期限後の受付は一切できません。
問合せ●関東財務局　理財部　金融監督第5課　☎048-600-1152
　　　　関東財務局　千葉財務事務所　理財課　☎043-251-7214

とき●2月2日（日）　午後1時30分から（保育所の部）
　　　　　　　　　午後3時から（幼稚園の部）
ところ●多古町文化ホール
※ 保育所と幼稚園にお子様がいる場合は、両方
　の説明会にご参加ください。
　ご家庭の都合でお子様をお連れの場合は、臨
時保育室（プラザ内）でお預かりします。
問合せ●【保育所の部】子育て支援課こども係☎76-5412
　　　　【幼稚園の部】学校教育課学校教育係☎76-5411

　取引や検査証明行為を行う商店・工場・病院などの計量
器は計量法の定めにより検査が必要です。
　役場で行う定期検査を受ける方は、郵送で届いた調査書
を期限までに提出してください。なお、新規事業者など初
めて定期検査を受ける事業所は、お問い合わせください。
調査書の提出期限●1月17日（金）
提出・問合せ●産業経済課経済振興係☎76-5404
検査日は2月18日（火）～20日（木）役場附属棟を予定しています。

生活環境課からのお知らせ

弁護士が相談に応じます！無料『消費者相談窓口』 働くことに悩みを抱えている若者の支援をします

手続きはお早めに‼「株式会社ミヤスズ」発行の商品券をお持ちの方へ

平成26年度多古こども園　入園予定者説明会を行います

2年に1回の検査です　計量器定期検査

国・県・町が共同で行う事前申告相談会
とき●2月 4日（火）　午前9時 30分～正午
　　　　　　　　　　午後1時～3時 30分
ところ●役場2階 第 4会議室 無料相談

いろいろ
無料相談
いろいろ
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とき●1月10日（金）　午後1時～5時
対象●15歳以上40歳未満の自立（就労）に悩みを抱え
ている若者またはその保護者

ところ●役場1階　第1会議室
申込み●事前の申込みが必要です。
問合せ●ちば北総地域若者サポート
　ステーション
　☎0476-24-7880
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